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規規 則則

宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第35号

宮崎県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（証紙売さばき人の指定基準等）

第10条 ［略］

２ 売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人

指定申請書（様式第５号）を所轄の県税・総務事務所長又は西臼

杵支庁長（以下「所長」という。）を経由して知事へ提出しなけ

ればならない。この場合にあって所長は、申請者の資力及び信用

の程度を調査し、調査書によりその結果を知事に提出するものと

する。

３ 知事は、前項の規定により、証紙売りさばき人指定申請書を受

理した場合は、その内容を審査し、証紙売りさばき人の指定をす

べきと認めたときは、速やかに指定の決定をし、当該申請者に通

知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、知事は、売りさばき人の指定をしない。

（１） 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であるとき。

（２） 申請者が法第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号

において「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であ

るとき。

（３） 売りさばき所として設置を予定している所が、暴力団又は

暴力団員等が所有し、又は借り受けている所であるとき。

（４） 申請者が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者で

あるとき。

４ 前項本文の場合において、知事は、必要に応じて、年のうち特

定の期間を限り、特定の者に対して証紙を売りさばくことができ

る売りさばき人（以下「特別売りさばき人」という。）を指定す

（証紙売さばき人の指定基準等）

第10条 ［略］

２ 売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人

指定申請書（様式第５号）を所轄の県税・総務事務所長又は西臼

杵支庁長（以下「所長」という。）を経由して知事へ提出しなけ

ればならない。この場合にあって所長は、申請人の資力及び信用

の程度を調査し、調査書によりその結果を知事に提出するものと

する。

３ 知事は、前項の規定により、証紙売りさばき人指定申請書を受

理した場合は、その内容を審査し、証紙売りさばき人の指定をす

べきと認めたときは、すみやかに指定の決定をし、当該申請者に

通知するものとする。この場合において知事は、必要に応じて、

年のうち特定の期間を限り、特定の者に対して証紙を売りさばく

ことができる売りさばき人（以下「特別売りさばき人」という。

）を指定することができる。
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別記様式第５号を次のように改める。
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ることができる。

（売りさばき人の指定の取り消し）

第12条 知事は、次の各号のいづれかに該当するときは売りさばき

人の指定を取り消すものとする。

（１）～（３） ［略］

（４） 売りさばき人又は売りさばき所が、第10条第３項各号のい

ずれかに該当することが判明したとき。

２ ［略］

（売りさばき人の指定の取り消し）

第12条 知事は、次の各号のいづれかに該当するときは売りさばき

人の指定を取り消すものとする。

（１）～（３） ［略］

２ ［略］
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宮崎県告示第 660号

次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第

８号）第１条第１項に規定する救急病院等と認定した。

平成２３年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 名称及び所在地

２ 救急病院等の認定の有効期間

平成２３年７月２８日から平成２６年７月２７日まで

宮崎県告示第 661号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 宮崎市佐土原町上田島字百貫地 7

68－２・字後田1536－２・1565（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び中部農林振興局並びに

宮崎市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 662号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 宮崎市清武町今泉字石坂乙1143－

５、乙1177－１、乙1193－１

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び中部農林振興局並びに宮崎市役所に備え置いて

縦覧に供する。）

宮崎県告示第 663号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 延岡市須美江町1139－１、1151、

1252－２から1252－４まで

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに延岡市役所に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 664号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 小林市細野字千谷4709－乙、東方

字城ケ迫1046－６、1046－83

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字千谷4709－乙・字城ケ迫1046－83（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）、1046－６

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

平成 23年 ８ 月 15日（月曜日） 第 2311号
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告告 示示

所 在 地名 称

宮崎市恒久５丁目１１番地１駒柵脳神経外科
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次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西諸県農林振興局並び

に小林市役所に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 665号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 東諸県郡綾町大字入野字平ノ山 4

80－１、486－16、486－22

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字平ノ山 480－１・ 486－16・ 486－22（以上３筆につい

て、次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び中部農林振興局並びに

綾町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 666号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字小川字沢水 1

43－１（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 667号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字小川字麻薮 3

90、字木浦 580－１、 580－17、字日平 594－５、 594－13、 5

96、 619－１、 619－７

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。

字日平 594－５・ 596（以上２筆について、次の図に示す

部分に限る。）

イ 次の森林については、主伐は択伐による。

字日平 594－５・字麻薮 390・字木浦 580－１（以上３筆

について、次の図に示す部分に限る。）

ウ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

エ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

オ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び児湯農林振興局並びに

西米良村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 668号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 児湯郡西米良村大字横野字大河内

１－16、２－２、２－３

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び児湯農林振興局並びに西米良村役場に備え置い

て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 669号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

平成 23年 ８ 月 15日（月曜日） 第 2311号

害 7害
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字岩戸字鶴35

73－２（次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 670号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字岩戸字堂ノ

川 425・ 428－１・ 428－２・ 429・字向久保 483－１・ 486－

３・ 488－２（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 671号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡高千穂町大字岩戸字塩井

ノ宇曽2011、2012－２、字折原3836－５、3873－１、3874－１

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字塩井ノ宇曽2011・2012－２・字折原3836－５・3873－１

・3874－１（以上５筆について、次の図に示す部分に限る。

）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに高千

穂町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 672号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡日之影町大字岩井川字今

立 239－６・ 240－２（以上２筆について次の図に示す部分に限

る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字今立 239－６（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに日之

影町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 673号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡日之影町大字岩井川字古

後梅4794－３、4794－７、4797－１から4797－３まで、4798－１

、4798－２、4810－１、4810－５から4810－７まで、大字七折字

石棚7393、字戸川7396

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字古後梅4794－７・4810－５から4810－７まで・字石棚73

93・字戸川7396（以上４筆について、次の図に示す部分に限

る。）、字古後梅4794－３、4797－１から4797－３まで、47

平成 23年 ８ 月 15日（月曜日） 第 2311号

害 8害



宮 崎 県 公 報
98－１、4798－２、4810－１

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び西臼杵支庁並びに日之

影町役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 674号

森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産

大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 保安林予定森林の所在場所 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所字尾

平5461－２、5463－２、5468－14

２ 指定の目的 水源のかん養

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林

部自然環境課及び西臼杵支庁並びに五ヶ瀬町役場に備え置いて縦

覧に供する。）

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

宮交シティ（宮崎ショッパーズプラザ）

宮崎市大淀四丁目７番30号

２ 意見の概要

意見を有しない

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年８月15日から平成23年９月15日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

イオンモール宮崎

宮崎市新別府町船戸 750番１

２ 意見の概要

意見を有しない

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年８月15日から平成23年９月15日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）デサキ宮崎店

宮崎市吉村町東部第二土地区画整理事業地内（３９区画）

２ 意見の概要

意見を有しない

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年８月15日から平成23年９月15日まで

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規

定により、宮崎市から意見を聴取したので、当該意見を記載した書

面を次のとおり縦覧に供する。

平成23年８月15日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ダイレックス大塚中央店

宮崎市大塚町京園3114－１

２ 意見の概要

意見を有しない

３ 意見を記載した書面の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
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事務所総務商工センター

芋 期間

平成23年８月15日から平成23年９月15日まで

宮崎県収用委員会告示第11号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成23年８月15日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（門川インターチェン

ジから都農インターチェンジ（仮称）まで）及びこれに伴う附帯

工事並びに市道、町道及び農業用水路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県日向市大字平岩字馬込

平成 23年 ８ 月 15日（月曜日） 第 2311号
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収用委員会告収用委員会告示示

摘 要

裁決手続
の開始を
決定する
面積（釈）

地 積（釈）地 目

地 番

実 測公 簿現 況公 簿

別添実測

平面図②

部分

474．33527．21

9174番

6,003

又は

9180番１

109

又は

9180番２

188

又は

9181番

138

又は

9182番

952

又は

9182番乙

92.56

又は

9183番１

3,679

又は

9184番１

4,958

雑種地

9174番

田

又は

9180番１

山林

又は

9180番２

畑

又は

9181番

ため池

又は

9182番

畑

又は

9182番乙

宅地

又は

9183番１

原野

又は

9184番１

山林

筆界不明

ただし

公図上の

地番

9174番

又は

9180番１

又は

9180番２

又は

9181番

又は

9182番

又は

9182番乙

又は

9183番１

又は

9184番１

別添実測

平面図④

部分

2，261．122，261．12畑

別添実測

平面図⑤

、⑥部分

1，138．821，138．82田

別添実測

平面図①

、③、⑧

部分

4，974．654，974．65山林

別添実測

平面図⑦

部分

242．70327．36私道

（備考）実測平面図略

４ 土地所有者の氏名及び住所

本宮儀雄

宮崎県日向市大字平岩 10101番地

５ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の

種類

なし

６ 裁決手続の開始を決定した年月日

平成23年８月２日

宮崎県収用委員会告示第12号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収
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